
建物関係者の方へ 

所有・管理する建物が次のような変更を行う場合は、事前に最寄りの消防署にご相談ください。 

 飲食店、物品販売店、診療所、福祉施設などが新たに入居する場合 

 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合 

※このような変更により、建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が必要  と

なることがあります。このような場合、これらの設備が設置されていなければ公表の対象となりま 

す。 

違反対象物の 公表制度 
 

 

公表制度とは 

建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について自ら判断できるよう、

消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を市のホームページで公表する制度   で

す。 

 

 

違反防火対象物一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 公表する内容は 

■ 公表制度の対象となる建物は 

飲食店やデパート、ホテルなどの不特定多数の方が利用

する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難するこ

とが難しい方が利用する建物です。 

■ 公表制度の対象となる違反は 

建物に設置が義務付けられた消防用設備等（屋内消火栓

設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備）が設置

されていない重大な消防法令違反です。 
※消防局長が必要と認める場合、上記以外の違反でも公表することができます。 

防火対象物の名称・所在地、違反の内容などです。 

■公表の手続きは 

立入検査の結果を通知した日から14日を経過した後に、立入検査の結果と同じ違反の内容が

認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲 載

して行います。 

■公表制度の開始時期は 

平成28年4月1日からです。 

 

公表制度に関するお問い合わせは 下関市消防局予防課 ☎083-233-9113 まで 
 

建物の変更等に関するお問合せは 

中央消防署 083-233-9115 豊浦西消防署 083-772-1733 
東消防署 083-246-0001 豊北出張所 083-782-0251 
小月出張所 083-282-0483 豊浦東消防署 083-766-1315 
北消防署 083-253-0119 菊川出張所 083-287-0094 
勝山出張所 083-256-1531   
西消防署 083-267-1311   

 

所在地 名称 違反の内容  

下関市○○町○番○号 ○○ビル 自動火災報知設備未設置  

    

    

    

 


